日本海洋少年団連盟規約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年３月２９日理事会決定

第１章　総　　則
（趣　旨）
第１条　公益社団法人日本海洋少年団連盟(以下「本連盟」という。)が行う海洋少年団運動は、公益社団法人日本海洋少年団連盟定款(以下「定款」という。)に定めるもののほか、この規約によるものとする。
２　この規約の用語の例は、定款、日本海洋少年団連盟の会員に関する規則及びこの規約の定めるところによる。

（基本方針）
第２条　海洋少年団運動は、「ちかい」及び「やくそく」の実践を基盤とし、定款第３条の目的を達成するため、本連盟が定める指導要領により、一貫したプログラムに基づいて訓練、研修等を行うことを基本方針とする。

（ちかい）
第３条　本連盟の「ちかい」は、次のとおりとする。
（１）海のような広い心で団結し、すべての人を友とします。
（２）からだをきたえ心をやしない、りっぱな海の子になります。

（やくそく）
第４条　本連盟の「やくそく」は、次のとおりとする。
（１）海洋少年団員は、名誉をおもんじます。
（２）海洋少年団員は、誠実です。
（３）海洋少年団員は、人を助け親切です。
（４）海洋少年団員は、礼儀を正しくします。
（５）海洋少年団員は、進んで規律をまもります。
（６）海洋少年団員は、約束をまもります。
（７）海洋少年団員は、節約します。
（８）海洋少年団員は、ほがらかで何事にも積極的です。
（９）海洋少年団員は、清潔整頓につとめます。
（10）海洋少年団員は、常に感謝を忘れません。

（ミッション）
第５条　本連盟のミッションは、「海に親しむ海洋少年団運動を通じて、社会に貢献し、国際性が豊かで、各分野でリーダーとして活躍できる人材を育成します。」とする。

（モットー）
第６条　本連盟のモットーは、「海に親しみ、海に学び、海に鍛える」とする。

（権利義務）
第７条　単位団並びに県連盟及び地区連盟（以下、県連盟及び地区連盟を「地区連盟等」という。）は、定款に定める第１号正会員としての権利と義務を負うものとする。
　　
（運動の推進）
第８条　単位団及び地区連盟等は、本連盟の定める諸規定を遵守し、その組織の発展に尽くすとともに、本連盟が定める方針に基づき、海洋少年団運動の推進に努めなければならない。

（公益活動）
第９条　単位団及び地区連盟等は、その地区の少年少女に対して海洋・海事思想の普及を図るとともに、地域貢献活動等を通じてその地域の公益の増進に寄与するものとする。

（指導要領）
第１０条　単位団及び地区連盟等は、指導要領に基づき訓練、研修等を行い、少年少女の健全な心身の育成を図るものとする。
２　本連盟の指導要領並びに訓練、研修及びこれに係る機材に関する細目は、本連盟の会長（以下「本連盟会長」という。）が別に定める。

第２章　組　織
第１節　構成員　
（構成員）
第１１条　単位団の構成員は団会員、地区連盟等の構成員は地区連盟等会員とする。
２　単位団及び地区連盟等の名誉職、顧問、名誉会員等は、それぞれの組織の構成員とする。
　　　　　　　　　　　　　
（団会員）
第１２条　団会員は、団員、団役員、支援会会員及び支援者とする。
２　団員は、幼稚園年少組から高等学校３年生(同年齢の者を含む。以下同じ。)までの少年少女とする。
３　団役員は、単位団の長（以下「団長」という。）、団員の保護育成、指導等に当たる者、事務職員等であって、満１９歳以上の者とする。
４　支援会会員は、ＯＢ会、保護者会、後援会、賛助会等の支援団体に所属する会員とする。
５　支援者は、前項の会員以外であって団活動を支援する個人又は団体とする。

（地区連盟等会員）
第１３条　地区連盟等会員は、地区連盟等の長（以下「地区連盟等会長」という。）、地区連盟等役員、事務局長及び事務職員であって、満２０歳以上の者とする。
２　前条第４項及び第５項の規定については、支援団体等のある地区連盟等に準用する。

第２節　単位団等
（単位団の要件）
第１４条　単位団の要件は、概ね次の各号を備えるものとする。
（１）第１２条に定める団会員の構成を満たしていること。
（２）本連盟の認定を受けた指導者がいること。
（３）学校又は行政区域を範囲として組織されていること。
２　団長は、団員が欠けることのないように適切な対応を行わなければならない。

（地区連盟等の要件）
第１５条　地区連盟等の要件は、第１３条に定める地区連盟等会員の構成を満たしていなければならない。

（単位団の基準）
第１６条　単位団は、１隊を基準とし、複数隊を組織するものとする。
２　１隊は、１ないし３班をもって構成し、１班は、団員１０名前後をもって編成する。

（団名称）
第１７条　単位団は、団名に学校名又はその地域の名称を冠することを原則とする。

（団　費）
第１８条　単位団は、団員より団費を徴収することができるものとする。

（県連盟）
第１９条　単位団は、その所在する府、県（「沖縄」を除く。）毎に府連盟及び県連盟（以下「県連盟」という。）を組織するものとする。

（地区連盟）
第２０条　北海道、東京都及び沖縄県並びに各県連盟及び県連盟を組織していない単位団は、概ね海上保安庁の管轄区域毎に地区連盟を組織するものとする。
２　地区連盟は、その事務を処理するために事務局を置くものとする。

（地区運動）
第２１条　地区連盟は、各県連盟（北海道、東京及び沖縄においては各単位団）の独立と自主性を妨げることなしに、その地区における海洋少年団運動の推進を図るため、地区大会の開催、指導者の研修等を計画し、実施するものとする。

（連携協力）
第２２条　地区連盟は、傘下の県連盟及び単位団と連携を密にし、その地区における海洋少年団運動の推進を図るとともに、単位団の発展に努めなければならない。
２　地区連盟は、本連盟と協力して未結成地域における新しい単位団の設立に努めなければならない。

第３節　入　団
（入　団）
第２３条　単位団又は地区連盟等に入団しようとする者は、申請書（様式１）を入団先の団長又は地区連盟等会長に提出するものとする。　　　
２　団長又は地区連盟等会長は、当該年度の構成員を団会員等名簿（様式２）に記載し、6月30日までに本連盟会長に提出するものとする。

（登　録）
第２４条　本連盟会長は、提出された団会員等名簿（様式２）に基づき構成員を登録するとともに、新たに記載された者に団会員証（様式３）を交付する。

（権　利）
第２５条　構成員として登録した者は、次の権利を受けることができるものとする。
（１）本連盟所定の制服、制帽、徽章類の着用。
（２）本連盟の主催行事、事業等への参加。
（３）本連盟の事業助成金等の支給等。
（４）本連盟の機関紙等の配布。
（５）損害賠償責任保険の適用。

 (入退団の明示)
第２６条　単位団又は地区連盟等の構成員が新たに入団又は退団した場合は、前条に定める団会員等名簿（様式２）の提出時にその旨を明示するものとする。　

第３章　指導体制
（指導体制）
第２７条　本連盟は、定款第３条の目的を達成するとともに、海洋少年団運動を通じて少年少女の健全な心身の育成を図るため、指導体制を整備し、これを管理するものとする。

（連盟指導者）
第２８条　本連盟の指導者は、統括指導者、主任指導者及び指導者（以下「連盟指導者」という。）に区分する。
２　連盟指導者の基準は、高等学校卒業程度の学力を有する満２０歳以上の者であって、かつ、第３０条に定める資質及び第３１条に定める要件を備えている者とする。
３　本連盟において少年少女を指導する者は、原則として連盟指導者とする。

（責　務）
第２９条　統括指導者の責務は、主任指導者としての責務を行うほか、次のとおりとする。
（１）本連盟の指導体制等の強化、向上に努める。
（２）県連盟又は地区連盟傘下の主任指導者を指導する。
（３）本連盟に設置する全国指導者協議会の運営に協力する。
（４）指導者の資質向上等のため、研修計画等の策定を行う。
（５）指導者養成研修会及び指導者研修会を企画・主催する。
２　主任指導者の責務は、指導者としての責務を行うほか、次のとおりとする。
（１）準指導者の資質向上等のため、研修計画等の策定を行う。
（２）準指導者養成研修会及び準指導者研修会を企画・主催する。
（３）所属する単位団の指導者及び準指導者を指導する。
３　指導者の責務は、次のとおりとする。
（１）所属する単位団の訓練計画、研修計画等の策定を行う。
（２）団長の指示に基づき、団員の訓練、研修等を指揮、監督する。
（３）指導計画等に基づき、指定された団員に対する指導に当たる。
（４）団長の指示に基づき、準指導者の指導力、資質の向上を図る。
（５）訓練、研修時等における事故防止、安全確保等に当たる。
（６）他の指導者との連携に努め、単位団の運営、管理等に当たる。
（７）その他団長の指示する指導に関する事項の実施に当たる。

（資　質)
第３０条　統括指導者及び主任指導者は、次の資質を備えなければならない。
（１）海洋少年団運動の目的と理念を正しく理解していること。
（２）指導者研修を運営し、実施するにふさわしい品性と社会的信用があること。
（３）自己の役割分担を確実に達成できる意欲と能力があること。
（４）指導研修に集中的に取り組めること。
２　指導者は、次の資質を備えなければならない。
（１）海洋少年団運動に関する理解と熱意を有すること。
（２）少年少女の人格を尊重すること。
（３）団体訓練を指導する能力に優れること。
（４）責任感が旺盛であること。

（要　件)
第３１条　連盟指導者は、各区分ごとに次の要件を備えなければならない。
（１）統括指導者は、主任指導者として３年以上の実務経験を有する者又は本連盟が主催する上級指導者養成研修を修了している者。
（２）主任指導者は、指導者として５年以上の実務経験を有する者。
（３）指導者は、準指導者として指名され、又は、単位団に入団後１年以上を経過し、地区連盟が主催する指導者養成研修を修了している者。
２　前項第３号の規定に関わらず、次の要件を備えている場合は、入団後１年以上を経過することを要しないものとする。
（１）海上勤務６ヶ月以上の経験がある者
（２）団員として６年以上の経験がある者
（３）海事又は水産関係の学校を卒業した者
（４）資格審査委員会が認めた職業経歴を有する者
３　単位団を新設する場合は、前各項の規定に関わらず、当該の新設される単位団に入団を予定している者であって指導者養成研修を修了している者を指導者の要件とするものとする。

（有資格者）
第３２条　前条の規定に関わらず、本連盟会長は、他の少年団体等の指導者認定等を受けている者、本連盟が必要と認める知識、技能等を有する者について、資格審査委員会の承認を得て各区分の指導者に登録することができる。

（指揮監督）
第３３条　団長及び地区連盟等会長は、少年少女の指導に当たっては、連盟指導者及び第４１条に定める準指導者を指揮、監督し、事故防止、安全の確保等を図るとともに、連盟指導者及び準指導者による体罰及び団員によるいじめの絶滅を期さなければならない。
２　団長及び地区連盟等会長は、連盟指導者以外の者に少年少女の指導をさせてはならない。
３　前項の規定に関わらず、やむを得ない理由があるため、連盟指導者以外の者に少年少女の指導をさせる場合は、連盟指導者の監督のもとで指導をさせなければならない。

（体制強化)
第３４条　団長又は地区連盟等会長は、連盟指導者に対して、上位の指導者資格審査及び各級指導者研修を受けるように指導し、単位団又は連合体の指導体制の強化に努めなければならない。

（指導者協議会）
第３５条　本連盟に指導者資質等の向上を図るとともに、指導者の意見交換、連携強化等に資するため、全国指導者協議会を置くこととする。
２　全国指導者協議会の事務局は、本連盟事務局長がこれに当たる。
３　全国指導者協議会の運営等に関する細目は、本連盟会長が別に定める。

（申　請）
第３６条　連盟指導者の資格審査を受けようとする者は、本連盟会長に資格審査の申請を行うものとする。　

（認　定）
第３７条　本連盟会長は、前条に定める資格審査に合格した者を本連盟の連盟指導者に認定し、指導者台帳に登録する。

（喪　失）
第３８条　団長は、所属の連盟指導者が退団、死亡等により、その資格を失った場合は、本連盟会長に資格喪失の申請を行うものとする。

（復活等）
第３９条　前条の規定により指導者台帳から抹消された者が復帰する場合、異動により他の単位団に移籍する場合等は、本連盟会長に復活等の申請を行うものとする。

（任務等）
第４０条　連盟指導者の任務、申請の方法等に関する細目は、本連盟会長が別に定める。

（準指導者）
第４１条　団長は、連盟指導者以外の者で、適任と認める者を準指導者に任命することができる。
２　準指導者は、団長の指揮、監督を受け連盟指導者を支援する。
３　準指導者は、高等学校卒業程度の学力を有する満１９歳以上の者とする。
４　団長は、準指導者を任命した場合は、その氏名、年齢、学歴、団歴、特技等を本連盟会長に報告するものとする。
　　　　
（研　修）
第４２条　本連盟は、連盟指導者を養成し、その指導能力の向上を図るため、毎年研修を実施するものとする。
２　本連盟及び地区連盟は、リーダーとなる少年少女を育成するため、団員研修を実施するものとする。
３　地区連盟は、指導者及び準指導者を養成し、資質の向上を図るため、毎年研修を実施するものとする。

（研修の種類）
第４３条　研修の種類は、本連盟が主催する日本連盟研修及び地区連盟が主催する地区連盟研修とする。
２　日本連盟研修は、主として幹部研修、上級技能向上研修、上級指導者研修、上級指導者養成研修及び団員研修を開催する。
３　地区連盟研修は、主として技能向上研修、指導者研修、指導者養成研修、準指導者研修及び団員研修を開催する。
４　県連盟は、地区連盟の委託により、準指導者研修を開催することができる。
５　本連盟及び地区連盟は、前項に定める研修のほか、必要に応じて研修を行うことができる。

（研修の講師）
第４４条　日本連盟研修の講師は、学識経験者、統括指導者及び本連盟役職員をもって当てる。
２　地区連盟研修の講師は、学識経験者、統括指導者、本連盟役職員及び地区連盟役職員をもって当てる。
３　研修の運営と実施を担当する指導者は、日本連盟研修にあっては本連盟会長が、地区連盟研修にあっては地区連盟会長が指名する。

（計画等)
第４５条　本連盟の研修の計画、内容等に関する細目は、本連盟会長が別に定める。

第４章　団　員
（等　級）
第４６条　団員には、訓練、研修等の程度に応じた等級を付与する。

（名　称）
第４７条　等級の名称は、ラッコ級、教育級、初等級、中等級及び高等級とする。

（活動指針）
第４８条　各等級の活動指針は、次のとおりとする。
（１）ラッコ級及び教育級は、海洋少年団運動への興味を高めることを主眼に、楽しい訓練、研修等を主体とした活動を行うものとする。
（２）初等級、中等級及び高等級は、海洋少年団運動を通じて資質等を高めることを主眼に、楽しさの中にも厳しさのある訓練、研修等を主体とした活動を行うものとする。　

（区　分）
第４９条　各等級を１級、２級及び３級に区分し、数字の多い級を上位とする。　

（入団時）
第５０条　入団時の等級は、次のとおりとする。
（１）幼稚園児は、ラッコ級。
（２）小学１年生から小学３年生は、教育級。
（３）小学４年生以上は、初等級。
２　前各号の規定に関わらず、入団者の資質等によっては、上位の等級を付与することができる。

（進　級)
第５１条　団員は、各等級の１級から順に進級するものとする。　
２　前項の規定に係わらず、訓練、研修等の成果の著しい団員は、飛び級をすることができる。

（進級基準）
第５２条　本連盟の団員の進級の基準等に関する細目は、本連盟会長が別に定める。

第５章　表　彰
（表　彰）
第５３条　海洋少年団運動の推進に特に功績のあった個人若しくは団体又は団役員若しくは団員として優秀な成績を収めた者は、本連盟会長が表彰するものとする。
２　前項の規定は、本連盟役職員及び地区連盟等会員に準用する。

（種　類）
第５４条　本連盟会長が行う表彰は、一般表彰及び特別表彰とする。
２　一般表彰の種類は、次のとおりとする。
（１）勲功表彰
（２）永年功労表彰（20年、30年及び40年）
（３）有功表彰（人命救助等、貢献団、功労及び新団設立）
（４）褒状表彰（中等級及び高等級）
（５）部外表彰
３　特別表彰は、本連盟会長が別に定める。

（時　期）
第５５条　表彰は、全国大会の開会式において行うものとする。
２　前項の規定に関わらず、褒状の授与等、やむを得ない事情のある場合は、この限りではない。

（伝　達）
第５６条　表彰を受ける者が表彰を前に死亡した場合は、死亡の日の前日にさかのぼって表彰する。
２　死亡した者に対する表彰、褒状又は感謝状は、その遺族に贈るものとする。

（方法等）
第５７条　本連盟の表彰の方法、表彰状等の様式及び徽章等の型式に関する細目は、本連盟会長が別に定める。

（団表彰等）
第５８条　団長又は地区連盟等会長が必要と認める場合は、別に表彰に関する規定を制定し、表彰することができる。

第６章　服　装
（服　装）
第５９条　団員及び団役員が海洋少年団運動を行う場合は、本連盟が定める制服、制帽、徽章類（以下「制服等」という。）を着用するものとする。
２　地区連盟等会員が海洋少年団運動を行う場合は、本連盟が定める制服等を着用することができる。

（制服等）
第６０条　本連盟の制服の種類は、礼服、略礼服及び制服とする。
２　本連盟の制帽の種類は、団長等帽、指導者帽、準指導者帽、高等級等帽、団員帽とし、男性用及び女性用に区分する。
３　本連盟の徽章の種類は、役員章、襟章、肩章、連盟標識、都道府県名章、団名章、各種技能章等とする。
４　本連盟会長は、前各項に定めるもののほか、制服等を定めることができる。

（形状等）　
第６１条　本連盟の制服等の形状、着装の基準等に関する細目は、本連盟会長が別に定める。

（連盟職員）
第６２条　本連盟の役職員の服装等に関する規定は、本連盟会長が別に定める。
２　本連盟の役職員は、必要と認める場合は、制服等を着用するものとする。

（特　例）
第６３条　団長又は地区連盟等会長が必要と認める場合は、この規約に定める以外の制服等に関する規定を制定し、これをその団体の構成員に着用させることができる。
２　第５９条の規定に関わらず、団長又は地区連盟等会長がやむを得ないと認める場合は、海洋少年団運動を行うに際し、制服等又は前項に定める制服等以外のものをその団体の構成員に着用させることができる。　

第７章　情報発信
（情報発信）
第６４条　海洋少年団運動を推進し、海洋・海事思想を普及するため、本連盟の活動等に関する情報を積極的に発信することとする。
２　本連盟における情報の発信は、広報、ＩＴの活用、機関紙の発行等により行う。

（広　報）
第６５条　本連盟は、記者発表、資料の配付等により広報を行うものとする。

（ＩＴの活用）
第６６条　本連盟は、ホームページ、メール等によりＩＴを活用するものとする。

（機関紙）
第６７条　本連盟は、概ね隔月に機関紙を発行するものとする。
２　正会員、賛助会員、団会員及び地区連盟等会員の機関紙購読料は、会費に含むものとする。

第８章　全国大会
（全国大会）
第６８条　本連盟は、２年毎に１回、夏季間に全国大会を開催するものとする。
２　全国大会は、本連盟が主催するものとする。

（開催地）
第６９条　全国大会の開催地は、原則として東日本、西日本交互に行うこととする。

（開催申請）
第７０条　全国大会の主管を希望する単位団又は地区連盟等は、その開催２年前の３月末日までに全国大会開催希望申請書（様式４）を本連盟会長に提出するものとする。
２　単位団又は地区連盟等から全国大会開催希望申請書の提出が無い場合は、本連盟が全国大会を主管することができる。

（開催地）
第７１条　全国大会の開催地及び全国大会の主管は、前条に基づき社員総会の議決を経て決する。

（大会役員会）
第７２条　全国大会の予算、組織等の重要事項を決定し、全国大会の円滑な運営を図るため、その全国大会開催の２年前までに本連盟に全国大会役員会を設置する。
２　全国大会役員会の設置時期、組織、役員については、本連盟会長が別に定める。

第９章　補　則
（準　用）
第７３条　この規約は、第２号正会員に準用する。

（改　廃）
第７４条　この規約の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附　則　
１　この規約は、平成２５年４月１日から施行する。
２　社団法人日本海洋少年団連盟規約（昭和３９年８月５日）は、平成２５年４月１日に廃止する。ただし、この規約の廃止前に実施されたことについては、なお、従前の例による。



















様式１　


日本海洋少年団入団申請書



　公益社団法人日本海洋少年団連盟定款の趣旨に賛同し、入団したいので、申請します。
 入団後は、日本海洋少年団連盟規約及び諸規定を守ります。


１　氏名・生年月日
　　　　　　　　　　　　　□昭和、□平成　　年　　月　　日
２　学校又は職業

３　住所・連絡先
　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話
４　保護者・続柄　　


申請年月日　平成　　年　　月　　日
申請者氏名   　　　　   　　    ㊞



    　　　日本海洋少年団　　地区・県連盟　　　　海洋少年団
     　　　　　　　　　会　長・団　長   　      　　　   殿


様式２
団　会　員　等　名　簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日現在
         　　　　地区・県・少年団　事務局長氏名　　　　　　　　　　℡　　　　　　　　　
	会員番号
	氏　 名
	性別
	団役職等
	学年又は職業
	備          考
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


注　１　会員番号欄には、付与された会員番号を①団員又は②団員以外の区分毎に記入すること。
[bookmark: _GoBack]　　２　団役職等欄には、団長、指導者、保護者等の役職名等又は団員の等級を記入すること。　
様式３


                           団　会　員　等　証


           　   　（おもて）                         　　　　 （うら）
　　
	
	
会　員　証

会員番号



　　　○ ○ 団
　種　　別　　少年会員
　性　　別　　　 男
　氏　　名　　海洋　太郎

  発行日　　　※年※月※日

 公益社団法人 日本海洋少年団連盟
	
	 （ちかい）
１  海のような広い心で団結し、すべての人を友とします。
２　からだをきたえ、心をやしない、りっぱな海の子になります。
 （やくそく）
　海洋少年団員は
     (1) 名誉をおもんじます。
     (2) 誠実です。
     (3) 人を助け親切です。
     (4) 礼儀を正しくします。
     (5) 進んで規律をまもります。
     (6) 約束をまもります。
     (7) 節約します。
     (8) ほがらかで何事にも積極的です。
     (9) 清潔整頓につとめます。
    (10) 常に感謝を忘れません。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



   注 種別には、少年会員又は成人会員を記載。















様式４

全国大会開催希望申請書


日本海洋少年団第　　回全国大会を主管し、下記のとおり開催したいので、申請します。
記

１　開　催　地　（　　　　      　　 ）

２　開催年月日  平成　　年　　月　　日（　）から
               　 平成　　年　　月　　日（　）まで

３　受入態勢
（１）宿泊施設
（２）開会式場
（３）閉会式場
（４）主要競技会場
（５）参 加 費（一人当たり）

 ４　地元の協力程度
（１）地方公共団体
（２）そ の 他

５　そ　の　他

                               平成　　年　　月　　日
                                   申請者　団　名
　　　　　　　　　　　 　 　　　　   団長名                            ㊞


公益社団法人　日本海洋少年団連盟
会　長                  殿





